
「水道料金・下水道使用料」の支払いにキャッシュレス決済が利用できるよ

うになります。 

 

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

                        

                          

  日 時 

令和３年７月１日（木）から 

 

対 象 

水道料金・下水道使用料 （令和３年７月請求分） から 

 

  利用できるキャッシュレス決済サービス 

・PayPay 

・LINE Pay 

 

 

箕輪町役場 水道課 プレスリリース  

令和３年６月３日 発信 

水道課 水道管理係 
(課長) 鈴木 清次 (担当) 渡辺 啓太 
電 話：0265-79-3173 （内線）1661 
ＦＡＸ：0265-79-0230 
Ｅ‐mail：suido@town.minowa.lg.jp 

上下水道料金 キャッシュレス決済導入のお知らせ 

箕輪町 

添付資料 有  無 


